


（添付書類）

事　 業　 報　 告

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の影響による中国
経済の減速や、イギリスのＥＵ離脱、中東情勢など、世界経済の先行きに
対する不透明感を背景に、企業収益は低迷いたしました。
　そうした中、年度後半に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大にと
もない、内外需要の減少や中国を起点とする部品供給網が寸断されるなど、
経営環境は大きく変化し、景況感は大幅に悪化いたしました。
　当社グループにおきましては、米中貿易摩擦や輸出制限などの政策が半
導体業界の大きなリスク要因でありましたが、世界的なＩＴ需要の底入れ
を受けて、半導体需要に回復の兆しが見え始めており、半導体製造装置用
ポンプの受注は回復傾向にあります。
　一方、産業機械用モータでは、製造業の能力増強投資や人手不足を背景
とした省力化・合理化に向けた投資マインドは底堅く推移しているものの、
新型コロナウイルス感染症の影響による消費の冷え込みが懸念され、設備
投資意欲も低調に推移いたしました。
　中国市場におきましては、空調用モータの受注が堅調に推移するととも
に、付加価値の高いポンプの受注拡大に努めてまいりました。一方、価格
競争は依然として厳しい状態が続いており、引き続き利益確保に向けて、
新規顧客や新市場開拓を進めております。
　このような環境の中、生産性向上や原価低減の推進に取り組んでまいり
ましたが、受注減少の影響を受け、当連結会計年度の売上高は137億19百万
円（前期比86.8％）、営業利益は２億45百万円（同28.6％）、経常利益は
２億82百万円（同31.7％）となりました。また、親会社株主に帰属する当
期純利益は１億72百万円（同26.3％）となりました。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総
額は８億30百万円であり、その主なものは機械工作設備の拡充と、金型製
作であります。

③　資金調達の状況
　当社グループは、当連結会計年度において新たに２億円の銀行借入を行
い、設備投資資金ならびに運転資金に充当しております。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。
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⑤　他の会社の事業の譲受の状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承
継の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状
況

　該当事項はありません。

(2) 財産および損益の状況の推移

区 分
第60期

(2017年３月期)
第61期

(2018年３月期)
第62期

(2019年３月期)

第63期
(当連結会計年度)
(2020年３月期)

売 上 高(百万円) 13,948 15,554 15,804 13,719

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益 ( 百 万 円 )
807 798 657 172

１株当たり当期純利益 (円) 179.07 177.15 146.10 38.58

総 資 産(百万円) 15,745 16,420 16,606 15,422

純 資 産(百万円) 7,706 8,590 8,928 8,831

１株当たり純資産額 (円) 1,710.06 1,906.57 1,997.13 1,967.60

（注）１．１株当たり当期純利益は、保有する自己株式を除く期中平均発行済株式総数に基づき、

１株当たり純資産額は、保有する自己株式を除く期末発行済株式総数に基づき算出し

ております。

２．当社は、2017年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合で株式併合を行っており

ます。第60期（2017年３月期）の期首に当該株式併合が行われたものと仮定して１株

当たり当期純利益および１株当たり純資産額を算定しております。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月

16日）を第62期（2019年３月期）の期首から適用しており、第61期（2018年３月期）

に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等とな

っております。
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(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

岡山三相電機株式会社 20百万円 100.0％ モータ・ポンプ製造販売

サンソー精工株式会社 10百万円 100.0％ モータ・ポンプ部品製造販売

新宮三相電機株式会社 10百万円 100.0％ モータ・ポンプ部品製造販売

株式会社岩谷電機製作所 26百万円 100.0％ ポンプ製造販売

上海三相電機有限公司 542万米ドル 100.0％ モータ・ポンプ製造販売

(4) 対処すべき課題

　今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行によって、
甚大な影響を受けるであろうことは予想されますが、その内容や程度、期間
などについては全く見通すことができません。
　当社グループにおけるポンプの受注に影響を及ぼす半導体業界につきまし
ては、各企業が新型コロナウイルスの感染予防対策として、在宅勤務やリモ
ートワークの導入を加速させており、データセンターなどのインフラ需要が
急速に高まるとともに、自動車や第５世代通信（５Ｇ）などへの半導体需要
が拡大するものと思われます。そのため、半導体製造装置用ポンプの受注は、
ある程度の増加が見込まれます。一方、産業機械向けモータは新型コロナウ
イルス感染症の収束時期が不透明なため、企業の設備投資意欲は低調に推移
するものと見込まれます。
　このような環境の中で当社グループといたしましては、環境に適合したエ
コロジー技術の習得と製品化の取り組みを進めてまいります。更にユニット
製品の市場拡大に注力し、顧客満足度の高いサービスを提供していくことに
最善を尽くしてまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願
い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（2020年３月31日現在）
　電気機械器具（各種モータ、電動ポンプおよび電子回路応用機器）の製造
ならびに販売
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(6) 主要な営業所および工場（2020年３月31日現在）

当 社

本社および工場 兵庫県姫路市、兵庫県たつの市

営業所他
東京（東京都練馬区）、名古屋（名古屋市西区）、
福岡（福岡市南区）他営業所４箇所、出張所３箇所

子 会 社

岡山三相電機株式会社 岡山県赤磐市

サンソー精工株式会社 兵庫県姫路市

新宮三相電機株式会社 兵庫県たつの市

株式会社岩谷電機製作所 愛知県西尾市

上海三相電機有限公司 中国上海市

(7) 使用人の状況（2020年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

部 門 の 名 称 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

名 名

製 造 部 門
434

〔299〕
12

〔19〕
(減)
(減)

研 究 開 発 部 門
52

〔7〕
4

〔-〕
(増)
(－)

営業・全社（共通）部門
116

〔26〕
2

〔1〕
(増)
(増)

合 計
602

〔332〕
6

〔18〕
(減)
(減)

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を〔　〕内に外数で記載して
おります。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

名 名 歳 年
274

〔79〕
4

〔3〕
(増)
(減)

43.1 17.7

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を〔　〕内に外数で記載して

おります。

(8) 主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 455,006千円

三 井 住 友 銀 行（中国）有 限 公 司 270,600千円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 266,690千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 220,846千円

兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 185,060千円
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２．会社の現況
(1) 株式の状況（2020年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 18,000,000株
②　発行済株式の総数 4,589,800株
（注）譲渡制限付株式報酬による新株発行により、発行済株式の総数は18,200株増加してお

ります。

③　株主数 663名
④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

ケ イ ア ー ル デ ィ ー 株 式 会 社 1,180 26.29

三 相 電 機 取 引 先 持 株 会 664 14.79

株 式 会 社 石 野 製 作 所 343 7.65

石 野 一 郎 193 4.31

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

167 3.72

徳 永 耕 造 124 2.77

黒 田 直 樹 108 2.40

黒 田 栄 子 103 2.29

三 相 電 機 社 員 持 株 会 101 2.26

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 92 2.05

（注）当社は、自己株式を101,087株保有しておりますが、上記大株主からは除いております。な

お、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（2020年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 黒 田 直 樹 上海三相電機有限公司董事長

専 務 取 締 役 小 林 秀 嗣 営業部・生産管理部・製造部担当

常 務 取 締 役 岡 本 富 男
統括管理部・海外関連会社担当
オカダアイヨン株式会社社外取締
役

取 締 役 藤 原 範 和 品質保証部長・資材部担当

取 締 役 松 下 年 男 国内関連会社担当

取 締 役 曹 　 銀 春 技術部長

取 締 役 水 野 　 誠 生産管理部長・製造部担当

取 締 役 足 立 安 孝

ジェム上海社取締役社長
日本電子材料株式会社専務取締役
専務執行役員 管理部門統括担当
(コンプライアンス担当)
管理部門統括部長

常 勤 監 査 役 萩 原 一 郎

監 査 役 浜 野 信 夫 プロジェクト浜野 代表

監 査 役 西 井 博 生

なぎさ監査法人 代表社員
税理士法人なぎさ総合会計事務
所 代表社員
株式会社Ｇ－７ホールディングス
社外監査役

（注）１．取締役足立安孝氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。なお、当

社は足立安孝氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所

に届け出ております。

２．監査役浜野信夫および西井博生の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役で

あります。なお、当社は浜野信夫および西井博生の両氏を、東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．監査役西井博生氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当

程度の知見を有しております。

②　取締役および監査役へ支払った報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

８名
（１名）

208,049千円
（1,200千円）

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

３名
（２名）

8,280千円
（3,000千円）

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．2015年６月20日開催の第58回定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額

300,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は、年

額50,000千円以内と決議いただいております。なお、取締役の報酬限度額のうち社外

取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内であります。また別枠で、2019年６月22日

開催の第62回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制

限付株式付与のための株式報酬額として年額20,000千円以内と決議いただいておりま

す。

３．上記支給額に含まれる取締役に対する譲渡制限付株式報酬の当事業年度に係る費用計

上額は10,619千円であります。
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③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該

他の法人等との関係
　取締役足立安孝氏は日本電子材料株式会社の専務取締役およびジェム
上海社の取締役社長であります。当社と兼職先との間に特別な関係はあ
りません。
　監査役浜野信夫氏はプロジェクト浜野の代表者であります。当社と兼
職先との間に特別な関係はありません。
　監査役西井博生氏はなぎさ監査法人および税理士法人なぎさ総合会計
事務所の代表社員であります。当社と兼職先との間に特別な関係はあり
ません。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該

他の法人等との関係
　監査役西井博生氏は株式会社Ｇ－７ホールディングスの社外監査役で
あります。当社と兼職先との間に特別な関係はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

　取締役足立安孝氏は、当事業年度開催の取締役会13回の内12回に出席

し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営から独立し

た客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を

確保するための発言を行っております。

　監査役浜野信夫氏は、当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席し、

主に実業界で長年の経験を蓄積した幅広い知識を活かし、取締役会の意

思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、

当事業年度開催の監査役会13回の全てに出席し、監査役会が定めた方針、

業務の分担等に従い、実業界での経験を活かした専門的見地から監査役

会の決議事項、検討事項等の承認・可決および提言を行っております。

　監査役西井博生氏は、当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席し、

公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適

正性を確保するための発言を行っております。また、当事業年度開催の

監査役会13回の全てに出席し、監査役会が定めた方針、業務の分担等に

従い、公認会計士としての専門的見地から監査役会の決議事項、検討事

項等の承認・可決および提言を行っております。

ニ．責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第

１項に定める最低責任限度額であります。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　仰星監査法人

②　報酬等の額

・当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 21,000千円

・当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他

の財産上の利益の合計額
21,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商

品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、当事業年

度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および

報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った

うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　会計監査人の解任または不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される

株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたし

ます。
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(5) 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
　業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は
次のとおりであります。
①　当社および子会社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ

とを確保するための体制
　当社および子会社は、法令、定款、その他社内諸規程等の遵守ならびに
社会倫理の尊重を行い、取締役が率先垂範して使用人への周知徹底を図る。
　社内体制としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上
の重要な問題の把握と改善に努めるとともに、コンプライアンス体制の維
持・向上を図る。また使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認
知し、それを告発しても当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定
する「公益通報者保護規程」を定める。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき文
書または電磁的媒体により記録を行うとともに、閲覧が容易な状態で定め
られた期間、保存および管理を行うものとする。

③　当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．製品市場、為替相場、金利や株価等による市場リスク、信用リスク、

コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク等様々なリスクに対
処するため、「経理規程」、「与信管理規程」、「デリバティブ管理規
程」、「安全衛生管理規程」、および「危機管理規程」に従い対応を図
る。
　全社的なリスクを総括的に管理する部門を総務担当部署とし、リスク
内容により関連規程で定める部署が、リスク管理体制の確立を図る。

ロ．監査役および監査部員は、各部門のリスク管理状態を監査し、監査役
はその結果を取締役会にて報告するものとする。

ハ．事業活動上の重大な事態が発生した場合は、社長の指揮下に対策本部
を設置し迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめる体制を整え
るものとする。

④　当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保
するための体制

イ．取締役の職務執行が効率的に行われることの基礎体制として、取締役
会を月１回定時開催するほか、必要に応じ適宜臨時に開催するものとす
る。また執行役員制度を導入しており、執行役員会を月１回定時開催す
るほか、必要に応じ適宜臨時に開催するものとする。

ロ．取締役は、経営戦略遂行のため中期経営計画会議にて、中期経営計画
および年次事業計画の策定を行い、月１回その会議の場において進捗状
況の確認を行うものとする。また執行役員が同会議に出席し、目標達成
のための活動報告を行うものとする。

ハ．取締役の業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職
務権限規程」の責任および権限、また執行の手続きに基づき行うものと
する。

⑤　当社および子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合するこ
とを確保するための体制

イ．使用人は、法令、定款はもとより社員の行動規範および社内諸規程に
則り行動するものとする。またコンプライアンス委員会は、使用人への
指導教育を補佐し、法令および定款の遵守、コンプライアンスの実効性
の確保に努める。

ロ．使用人は、法令、定款ならびに社会通念に反する行為等の事実を知っ
た場合、「公益通報者保護規程」に基づき、社内の所定の窓口に通報を
行い、不正行為等の早期発見と是正が行われる体制とする。
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ハ．監査部員は、「内部監査規程」に基づき各部門の業務に関し、法令、
定款および社内諸規程の遵守状況ならびに、職務執行の手続き等の内部
監査を行い、社長および監査役に対しその結果を報告し、内部監査によ
り判明した各部門の指摘事項等の是正確認を行うものとする。

⑥　当社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正
を確保するための体制

イ．当社は、「関係会社管理規程」に基づき子会社を管理する体制とする。
また子会社担当の執行役員を配置し、事業計画の遂行、コンプライアン
ス体制の構築、リスク管理体制の確立等、子会社の統括管理を行うもの
とする。
　更に海外子会社においては、担当の取締役が海外子会社の会計監査人
と連絡を密にし、企業統括に努める。

ロ．国内子会社の代表取締役は、当社の経営会議に出席し、子会社の進捗
状況を定期的に報告するものとする。

ハ．監査役および監査部員は、当社の内部監査と同様に子会社においても
同様の監査を行うものとする。

⑦　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項

　監査役が補助する使用人を必要とした場合、取締役会において監査役と
協議の上、監査部員から監査役の補助すべき使用人として任命することが
できる。

⑧　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対
する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役の補助する使用人においては、取締役からの独立性を確保するも
のとし、その使用人に対する任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見
を尊重した上で行うものとする。

⑨　当社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制
イ．「監査役会規程」、「監査役監査規程」に基づき、取締役、執行役員

および使用人が監査役に報告するための体制を整備することとする。
ロ．監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の報告状況を把握するた

め、取締役会、執行役員会および経営会議等の重要会議に出席するとと
もに、稟議書類等の業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役、執行
役員および使用人に対し、説明を求めることができるものとする。

ハ．取締役、執行役員および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼ
すおそれのある事項ならびに法令および定款違反、不正行為の事実等を
知った場合、監査役に報告するものとする。監査役は、必要に応じて取
締役、執行役員および使用人に対し、報告を求めることができるものと
する。

⑩　子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員および使用人またはこれ
らの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

イ．子会社各社の取締役、監査役および使用人は、当社監査役から業務執
行に関する事項について報告を求められた場合は、速やかに適切な報告
を行うものとする。

ロ．子会社各社の取締役、監査役および使用人は、法令等の違反行為等、
子会社各社若しくは他のグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのあ
る事実については、これを発見し次第、直ちに当社の監査役に対して報
告を行うものとする。

⑪　監査役へ報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取り扱
いを受けないことを確保するための体制
　当社および子会社は、当社監査役へ前項⑨ハおよび⑩の報告をした者に
対し、当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを禁止し、その旨を
グループ各社の取締役、監査役および使用人に周知徹底するものとする。

－ 11 －



⑫　その他の当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための
体制

　監査役は、監査部、会計監査人およびグループ各社の監査役との情報交
換に努め、連携して当社およびグループ各社の監査の実効性を確保するも
のとする。

⑬　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続
その他の当該職務の執行に生ずる費用または債務の処理に係る方針に関
する事項

　監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、
担当部署において審議の上、当該監査役の職務の執行に必要でないと認め
られた場合を除き、速やかに当該請求に係る費用または債務を処理するも
のとする。

⑭　財務報告の信頼性を確保するための体制
　財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ
適正な内部統制システムを構築する。また、本システムが適正に機能し、
運用が継続されるよう評価および是正を行う。

⑮　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社グループは、上記の業務の適正を確保するための体制に基づいて、
適切に内部統制システムが運用されていることを確認しております。なお、
当連結会計年度に実施した内部統制システムの主な運用状況は以下のとお
りであります。

　当社グループは、使用人に対して適宜社員研修・管理職研修等を行い、
社員が守るべき行動規範ならびに法務関連の周知徹底を図っております。
　取締役の職務執行につきましては、取締役会を毎月１回開催し、法令に
定められた事項および経営上の重要案件を審議決定するとともに、取締役
の業務執行の適法性確保や効率性向上のため適切に報告、検討しておりま
す。なお、取締役会付議の重要議案につきましては社外役員に対して事前
説明を行い、必要な判断の実効性を高めております。また、当社の部長職
以上と子会社の社長がメンバーとなる経営会議を毎月４回開催し、重要な
業務執行について報告・協議を行い、業務執行の適正・効率を確保してお
ります。
　監査役は取締役会ほか重要会議への出席や、稟議書の閲覧ほか、各部署
のヒアリング・往査等を通じ会社業務の執行状況を監査しております。

(6) 会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　利益配分につきましては、株主様および一般投資家様への企業責任の重大
性を充分に認識し、業績を勘案して安定配当の確保と継続を基本とするとと
もに、グループが成長するための有効投資および財務体質の強化に取り組ん
でまいります。
　この方針に基づき、当期の配当につきましては、１株につき年22円の配当
とさせていただきます。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

8,820,007

2,495,087

3,103,032

1,595,485

490,298

730,465

242,481

164,156

△1,000

6,602,130

4,957,904

2,313,195

698,356

350,684

980,749

490,355

124,562

98,146

49,365

48,780

1,546,080

920,700

451,301

177,377

△3,300

流 動 負 債 4,328,387

支払手形及び買掛金 1,521,231

電 子 記 録 債 務 454,096

短 期 借 入 金 370,600

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

775,924

未 払 費 用 395,623

未 払 法 人 税 等 58,759

そ の 他 752,152

固 定 負 債 2,261,775

長 期 借 入 金 527,554

リ ー ス 債 務 409,642

繰 延 税 金 負 債 69,174

退職給付に係る負債 1,206,042

負 の の れ ん 15,067

そ の 他 34,294

負 債 合 計 6,590,163

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 8,808,923

資 本 金 878,679

資 本 剰 余 金 1,832,976

利 益 剰 余 金 6,176,331

自 己 株 式 △79,064

その他の包括利益累計額 23,051

その他有価証券評価差額金 △41,397

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △13,607

為替換算調整勘定 102,334

退職給付に係る調整累計額 △24,278

純 資 産 合 計 8,831,975

資 産 合 計 15,422,138 負 債 純 資 産 合 計 15,422,138
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連 結 損 益 計 算 書

( 自　2019年４月１日
至　2020年３月31日 )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 13,719,370

売 上 原 価 11,141,684

売 上 総 利 益 2,577,685

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,332,239

営 業 利 益 245,446

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10,444

受 取 配 当 金 19,205

為 替 差 益 9,685

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,376

負 の の れ ん 償 却 額 2,152

不 動 産 賃 貸 料 8,241

売 電 収 入 7,136

そ の 他 20,653 79,897

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7,919

投 資 有 価 証 券 評 価 損 23,346

不 動 産 賃 貸 費 用 4,950

売 電 費 用 4,384

そ の 他 1,919 42,520

経 常 利 益 282,822

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 5,470

固 定 資 産 除 却 損 4,499 9,970

税金等調整前当期純利益 272,851

法人税、住民税及び事業税 95,681

法 人 税 等 調 整 額 4,233 99,915

当 期 純 利 益 172,936

親会社株主に帰属する当期純利益 172,936
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連結株主資本等変動計算書

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 871,600 1,825,897 6,101,745 △79,064 8,720,178

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 7,079 7,079 14,159

剰 余 金 の 配 当 △98,351 △98,351

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

172,936 172,936

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 7,079 7,079 74,585 － 88,744

当 期 末 残 高 878,679 1,832,976 6,176,331 △79,064 8,808,923

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産
合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰 延
ヘッジ損益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 52,327 24,991 151,023 △20,332 208,010 8,928,189

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 14,159

剰 余 金 の 配 当 △98,351

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

172,936

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△93,725 △38,598 △48,688 △3,946 △184,959 △184,959

当 期 変 動 額 合 計 △93,725 △38,598 △48,688 △3,946 △184,959 △96,214

当 期 末 残 高 △41,397 △13,607 102,334 △24,278 23,051 8,831,975
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［連結注記表]

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　　　　　　　５社

連結子会社の名称　　　　　　　　岡山三相電機株式会社

サンソー精工株式会社

新宮三相電機株式会社

株式会社岩谷電機製作所

上海三相電機有限公司

２．持分法の適用に関する事項

　非連結子会社および関連会社はありませんので、該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち上海三相電機有限公司の決算日は、12月31日であります。

　連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、

１月１日から連結決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しております。）

　なお、組込デリバティブを区分して測定することができ

ない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、評

価差額を損益に計上しております。

時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

②　デリバティブ　　　　　　　　時価法

③　たな卸資産　　　　　　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

（リース資産を除く）

　当社および国内連結子会社は定率法、在外連結子会社は

定額法によっております。

　ただし、当社および国内連結子会社は、1998年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物につ

いては、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　６年～47年

機械装置及び運搬具　２年～９年

②　無形固定資産

（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
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③　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　　　　　　　　為替予約

ヘッジ対象　　　　　　　　　外貨建金銭債務

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　社内規程に基づき、為替相場変動リスクを低減する目的

でヘッジを行っております。
 

④　ヘッジの有効性評価の方法　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断しております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結

会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間

定額基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしております。

(6) その他連結計算書類作成のための重要な事項

①　重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産および負債は、在外子会社の決

算日における直物為替相場により円貨に換算し、収益およ

び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しており

ます。

②　負ののれんの償却方法および償却期間

　2010年３月31日までに発生した負ののれんについては20

年間の定額法により償却を行っております。

③　消費税等の会計処理　　　　　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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（連結貸借対照表に関する注記）

 有形固定資産の減価償却累計額 11,846,207千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普通株式 4,571,600株 18,200株 －株 4,589,800株

（注）発行済株式の増加は、譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。

(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の
総額

（千円）
配当の原資

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年５月10日
取締役会

普通
株式

98,351
利益
剰余金

22.0 2019年３月31日 2019年６月６日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

決議 株式の種類
配当金の
総額

（千円）
配当の原資

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2020年５月15日
取締役会

普通
株式

98,751
利益
剰余金

22.0 2020年３月31日 2020年６月４日
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（金融商品に関する注記）

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金ならびに債券等に限定し、また、資金

調達については資金運用調達計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達してお

ります。

　営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒され

ております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、全ての取引先に

対して与信限度額を設定し期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に信用状況を

把握する体制としております。

　投資有価証券である株式ならびに債券等は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、

資金運用管理規程に従い、業務上の関係を有する業務上の株式を除いて、保有状況を継続的

に見直し、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務は、その全てが１年以内の支払

期日であります。

　借入金の使途は運転資金（主として短期）および設備投資資金（長期）であります。

　デリバティブ取引の執行・管理については、デリバティブ管理規程に従って行っており、

また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融

機関とのみ取引を行っております。

　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、当

社において、連結子会社も含め各社毎の資金繰計画を適時作成する等の方法により管理して

おります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表

計上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 2,495,087 2,495,087 －

(2) 受取手形及び売掛金 3,103,032 3,103,032 －

(3) 電子記録債権 1,595,485 1,595,485 －

(4) 投資有価証券 918,566 918,566 －

(5) 支払手形及び買掛金 1,521,231 1,521,231 －

(6) 電子記録債務 454,096 454,096 －

(7) 短期借入金 370,600 370,600 －

(8) 長期借入金 1,303,478 1,303,055 △422

(9) デリバティブ取引 (19,607) (19,607) －

（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

　投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所

の価格または取引金融機関等から提示された価格によっております。

(5) 支払手形及び買掛金、(6) 電子記録債務、(7) 短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。
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(8) 長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想

定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(9) デリバティブ取引

　これらの時価については、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定してお

ります。

２．非上場株式等（連結貸借対照表計上額2,134千円）は、市場価格がなく、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

３．「(8) 長期借入金」には、１年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

４．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正

味の債務となる場合には、（　）で表示しております。

（１株当たり情報に関する注記）

(1) １株当たり純資産額 1,967円60銭

(2) １株当たり当期純利益 38円58銭

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関 係 会 社 出 資 金

関係会社長期貸付金

繰 延 税 金 資 産

リ ー ス 投 資 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

7,173,300

1,831,577

490,156

1,569,875

2,185,762

269,637

267,049

70,846

489,394

△1,000

6,083,514

3,533,441

1,658,466

169,105

407,509

3,132

192,591

778,858

223,804

99,973

38,416

33,264

5,151

2,511,656

632,953

86,602

210

614,067

647,233

464,816

19,417

169,655

△123,300

流 動 負 債 3,584,741

支 払 手 形 176,194

電 子 記 録 債 務 455,721

買 掛 金 1,410,244

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

775,924

未 払 金 198,762

未 払 費 用 289,528

未 払 法 人 税 等 58,200

預 り 金 28,801

そ の 他 191,364

固 定 負 債 1,910,593

長 期 借 入 金 527,554

リ ー ス 債 務 198,406

退 職 給 付 引 当 金 1,150,338

そ の 他 34,294

負 債 合 計 5,495,335

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 7,808,011

資 本 金 878,679

資 本 剰 余 金 1,831,269

資 本 準 備 金 1,831,269

利 益 剰 余 金 5,176,987

利 益 準 備 金 79,200

その他利益剰余金 5,097,787

別 途 積 立 金 2,080,000

繰越利益剰余金 3,017,787

自 己 株 式 △78,925

評価・換算差額等 △46,531

その他有価証券評価差額金 △32,924

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △13,607

純 資 産 合 計 7,761,479

資 産 合 計 13,256,814 負 債 純 資 産 合 計 13,256,814
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損　益　計　算　書

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 11,933,065

売 上 原 価 9,653,921

売 上 総 利 益 2,279,143

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,937,411

営 業 利 益 341,732

営 業 外 収 益

受 取 利 息 5,680

受 取 配 当 金 50,733

為 替 差 益 4,564

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,358

不 動 産 賃 貸 料 6,225

売 電 収 入 7,136

そ の 他 15,904 92,604

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,377

投 資 有 価 証 券 評 価 損 22,527

不 動 産 賃 貸 費 用 4,356

売 電 費 用 4,984

そ の 他 1,584 36,830

経 常 利 益 397,505

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 465 465

税 引 前 当 期 純 利 益 397,040

法人税、住民税及び事業税 81,979

法 人 税 等 調 整 額 △2,000 79,979

当 期 純 利 益 317,060
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株主資本等変動計算書

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本

合 計資 本

準備金

資本剰余

金 合 計

利 益

準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余

金 合 計別 途

積 立 金

繰越利益

剰余金

当 期 首 残 高 871,600 1,824,190 1,824,190 79,200 2,080,000 2,799,077 4,958,277 △78,925 7,575,142

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 7,079 7,079 7,079 14,159

剰余金の配当 △98,351 △98,351 △98,351

当 期 純 利 益 317,060 317,060 317,060

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)

当期変動額合計 7,079 7,079 7,079 － － 218,709 218,709 － 232,869

当 期 末 残 高 878,679 1,831,269 1,831,269 79,200 2,080,000 3,017,787 5,176,987 △78,925 7,808,011

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

合 計

当 期 首 残 高 34,227 24,991 59,218 7,634,361

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 14,159

剰余金の配当 △98,351

当 期 純 利 益 317,060

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△67,151 △38,598 △105,750 △105,750

当期変動額合計 △67,151 △38,598 △105,750 127,118

当 期 末 残 高 △32,924 △13,607 △46,531 7,761,479
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［個別注記表］

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準および評価方法

(1) 子会社株式　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しております。）

　なお、組込デリバティブを区分して測定することができ

ない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、評

価差額を損益に計上しております。

時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

(3) たな卸資産

商品及び製品・仕掛品　　　　総平均法による原価法

原材料　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

貯蔵品　　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定してお

ります。）

２．デリバティブの評価基準および評価方法

　時価法

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

（リース資産を除く）

　定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備および構築物については定額法）を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　６～47年

機械及び装置　　　２～９年

(2) 無形固定資産　　　　　　　　　定額法を採用しております。

（リース資産を除く）　　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

(2) 退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
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① 退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業

年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額

基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしております。

５．重要なヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法　　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　　　　　　　　為替予約

ヘッジ対象　　　　　　　　　外貨建金銭債務

(3) ヘッジ方針　　　　　　　　　　社内規程に基づき、為替相場変動リスクを低減する目的

でヘッジを行っております。
 

(4) ヘッジの有効性評価の方法　　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断しております。

６．その他計算書類作成のための重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理　　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会

計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と

異なっております。

(2) 消費税等の会計処理　　　　　　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

（貸借対照表に関する注記）

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 8,265,022千円

(2) 偶発債務

　関係会社の金融機関からの借入金に対し債務保証を行っております。

上海三相電機有限公司 370,600千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 515,193千円

②　長期金銭債権 666,650千円

③　短期金銭債務 635,314千円

（損益計算書に関する注記）

 関係会社との取引高

①　売上高 458,485千円

②　仕入高 3,944,453千円

③　営業取引以外の取引高 382,732千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 101,087株 －株 －株 101,087株
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（関連当事者との取引に関する注記）

子会社および関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社
新宮三相電
機株式会社

直接 100％
当社製品の
部 品 製 造

部品の有償支給 995,506 未 収 入 金 244,205

資金の回収

利息の受取

30,000

1,890

関 係 会 社
長期貸付金

267,233

流 動 資 産
そ の 他

158

子会社
株式会社岩
谷電機製作
所

直接 100％
当社製品
の 製 造

役員の兼任

資金の回収

利息の受取

6,000

768

関 係 会 社
長期貸付金

380,000

流 動 資 産
そ の 他

64

子会社
上海三相電
機有限公司

直接 100％

当社製品・
部品の製造

役員の兼任

債 務 保 証 370,600 － －

（注）１．取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含めております。

２．取引条件および取引条件の決定方針等

（１）資金の貸付については、当社の調達金利を勘案して利率を決定しております。

（２）営業取引については、製造原価を勘案して協議のうえ、決定しております。

３．上記の他、子会社への債権に対して貸倒引当金120,000千円を計上しております。

（税効果会計に関する注記）

　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金 38,035千円

未払事業税 6,885千円

未払費用 72,675千円

退職給付引当金 352,003千円

減価償却超過額 916千円

その他有価証券評価差額金 14,517千円

その他 34,783千円

繰延税金資産小計 519,816千円

評価性引当額 54,999千円

繰延税金資産合計 464,816千円

繰延税金資産の純額 464,816千円

（１株当たり情報に関する注記）

(1) １株当たり純資産額 1,729円11銭

(2) １株当たり当期純利益 70円72銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

2020年５月21日

三相電機株式会社

取 締 役 会　　御中

仰星監査法人

　大阪事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 新 田 　 泰 生 

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平 塚 　 博 路 

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、三相電機株式会社の2019年４月１日

から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、三相電機株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、

会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開

示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお

いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又

は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思

決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注

意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場

合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の

結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の

表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して

いるかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する

十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督

及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ

いて報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

　以　　上
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

2020年５月21日

三相電機株式会社

取 締 役 会　　御中

仰星監査法人

　大阪事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 新 田 　 泰 生 

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 平 塚 　 博 路 

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、三相電機株式会社の2019年４

月１日から2020年３月31日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」

という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す

る責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい

て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤

謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に

影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論

は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表

示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

かどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ

いて報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

　以　　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第63期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確
保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体
制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月22日

三相電機株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 萩 原 一 郎 

監査役(社外監査役) 浜 野 信 夫 

監査役(社外監査役) 西 井 博 生 

以　上

－ 31 －



議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

議決権の代理行使の勧誘者 三相電機株式会社

代表取締役社長 黒田 直樹

第１号議案　取締役８名選任の件

　取締役全員(８名)は本総会終結のときをもって任期満了となります

ので、取締役８名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 の 数

く ろ だ 　 な お き

黒 田 直 樹
（1959年２月１日生）

1989年３月　当社入社
1998年10月　当社品質管理部長
2001年６月　当社取締役品質保証部・品質管理部

担当
2004年７月　当社取締役経営企画部・情報システ

ム部担当
2006年５月　当社常務取締役
2006年５月　上海三相電機有限公司董事長

（現在に至る）
2006年６月　当社代表取締役社長

（現在に至る）

108,008株

こばやし ひでつぐ

小 林 秀 嗣
（1954年５月８日生）

1977年４月　当社入社
1996年２月　当社技術本部研究部長
2000年６月　当社取締役研究開発部担当
2005年７月　当社取締役品質保証部・汎用ポンプ

営業部・東京第一営業部・東京第二
営業部担当

2008年４月　当社取締役営業部長
2009年４月　当社取締役研究開発部・営業部担当
2011年６月　当社常務取締役技術部・営業部担当
2016年６月　当社専務取締役技術部・営業部・生

産管理部担当
2017年６月　当社専務取締役営業部・生産管理

部・製造部担当
（現在に至る）

9,100株

おかもと とみお

岡 本 富 男
（1957年１月18日生）

1991年７月　当社入社
2002年11月　当社経理部長
2005年６月　当社取締役総務人事部担当・経理部

長
2006年６月　当社取締役経営企画部・情報システ

ム部・総務人事部担当・経理部長
2013年６月　当社取締役統括管理部長・国内関連

会社担当
2015年６月　オカダアイヨン株式会社社外取締役

（現在に至る）
2016年６月　当社常務取締役統括管理部・国内関

連会社担当
2017年６月　当社常務取締役統括管理部・海外関

連会社担当
（現在に至る）

6,800株
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氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 の 数

ふじわら のりかず

藤 原 範 和
（1961年１月14日生）

1983年４月　当社入社

2005年２月　当社研究開発部長

2013年１月　当社品質保証部副部長

2013年６月　当社執行役員品質保証部長

2015年６月　当社取締役資材部長・品質保証部担

当

2017年12月　当社取締役品質保証部長・資材部担

当（現在に至る）

4,000株

ま つ し た  と し お

松 下 年 男
（1964年２月１日生）

1987年４月　当社入社

2009年４月　当社営業部長

2013年４月　当社製造部長

2013年６月　当社執行役員製造部長

2016年６月　当社取締役製造部長

2017年６月　当社取締役国内関連会社担当

（現在に至る）

2,300株

そう　ぎんしゅん

曹 　 銀 春
（1970年１月25日生）

2001年７月　当社入社

2006年11月　当社研究開発部長

2009年10月　当社技術部長

2016年６月　当社執行役員技術部長

2017年６月　当社取締役技術部長（現在に至る）

1,500株

み ず の 　 ま こ と

水 野 　 誠
（1972年６月11日生）

1991年11月　当社入社

2012年８月　当社資材部長

2016年２月　当社生産管理部長

2017年６月　当社執行役員生産管理部長・製造部

担当

2018年６月　当社取締役生産管理部長・製造部担

当（現在に至る）

2,600株

あ だ ち  や す た か

足 立 安 孝
（1951年９月17日生）

1998年１月　日本電子材料株式会社入社

2004年７月　同社経理シニアマネージャー

2008年４月　同社管理部門副統括部長

2009年１月　ジェム上海社取締役社長

（現在に至る）

2009年６月　日本電子材料株式会社取締役管理部

門統括部長

2015年６月　当社取締役（現在に至る）

2017年６月　日本電子材料株式会社常務取締役

常務執行役員 管理部門統括担当（コ

ンプライアンス担当）

管理部門統括部長

2019年６月　同社専務取締役

専務執行役員 管理部門統括担当（コ

ンプライアンス担当）

管理部門統括部長（現在に至る）

0株
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（注）１．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．取締役候補者足立安孝氏は、社外取締役候補者であります。

３．足立安孝氏を社外取締役候補者とする理由

　足立安孝氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映してい

ただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

４．足立安孝氏は、当社の社外取締役に就任後５年が経過しております。

５．当社は足立安孝氏との間で会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とす

る責任限定契約を締結しております。足立安孝氏の再任が承認された場合は、同氏と

の当該契約を継続する予定であります。

６．当社は足立安孝氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出

ております。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役１名の

選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略　歴（重 要 な 兼 職 の 状 況）
所有する当社
の 株 式 の 数

ありた ひさのり

有 田 尚 徳
（1942年２月15日生）

1965年４月　株式会社神戸銀行（現・株式会社三

井住友銀行）入行

1975年３月　弁護士登録

（現在に至る）

0株

（注）１．補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．補欠監査役候補者有田尚徳氏は、社外監査役候補者であります。

３．有田尚徳氏を補欠の社外監査役候補者とする理由（社外監査役としての職務を適切に

遂行することができるものと判断する理由を含む。）

　有田尚徳氏は、長年の弁護士として培われた法律知識を、監査役に就任された場合

に当社監査体制の強化に活かしていただけると判断したものであります。

４．有田尚徳氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第425条第１項に定め

る最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

　以　上
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会　場：兵庫県姫路市青山北一丁目１番１号
三相電機株式会社　講堂
電　話（079）266－1200

交通機関

よ　べ

ＪＲ：姫新線＜余部駅＞ 下車徒歩　約６分
どやま

バス：神姫バス＜遠山バス停＞ 下車徒歩　約３分

新型コロナウイルス感染予防に関するお願い

・マスクの着用など、ご自身および周囲への感染予防のご配慮を徹底していた

だくようお願い申し上げます。なお、役員および係員のマスク着用など、感

染予防措置を講じてまいります。

・感染リスクを避けるため、今年度は株主総会当日のご来場を見合わせ、書面

による議決権行使を強くご推奨申し上げます。

・今年度は総会会場でお配りしておりました記念品の配布は取りやめさせて

いただきます。

・感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患のある株主様、妊娠中の

株主様のご出席については特に慎重なご判断をお願い申し上げます。




